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A 市における介護人材確保に関するアンケート調査にもとづく施策提案 
Proposal of policies based on a questionnaire on securing long-term care workers 

 in A city 
 

 小林武生 
 
Ⅰ．はじめに 

2022 年現在、日本の高齢化率は、28.9％（内閣府,令和 4 年

版高齢社会白書）となっている。今回の調査フィールドであ

る、山口県は、34.6％（山口県総合企画部統計分析課調査分析

班,2022.山口県の人口と経済.）、A 市は 33.4％（A 市地区別年

齢別人口 2022/8/31 より計算）となっている。 
高齢者の増加に伴い、介護を必要とする高齢者数も増加し、

それに伴って、介護職の人材確保も政策的課題となっている。

介護・福祉分野の離職率は、他の業種よりも高いと言われて

いる。「令和 3 年上半期雇用動向調査」によれば、全産業の平

均の離職率は 8.1%であり、それに対して介護・福祉分野が含

まれる「医療、福祉」産業では 8.6%である。よって、令和 3
年上半期のデータでは、全産業と比べて、ほぼ同様もしくは

やや高めということができる。 
しかし、老年人口数は 2042 年まで伸び続け、その後も 2065

年には、高齢化率が 38.4%になることが予測されている（内

閣府,令和 4 年度版高齢社会白書）。高齢者数が増加するにつ

れ、介護を必要とする高齢者も増え、それに伴って、介護職員

を増員する必要がある。労働集約産業と言われる福祉介護業

界、特に人員配置基準が定められている入所施設では、利用

者数に応じた直接処遇職員の確保が必要であり、また介護保

険における訪問介護も事業所に勤める訪問介護員の人数によ

ってサービス量が決まってくる。すなわち、今後も介護保険

における保険者である市町村においても、福祉サービスの継

続的安定的運営を確保するために現在の福祉人材不足を解消

する取り組みは喫緊の課題となっている。 
 介護人材不足を解消するための政策として、2009 年の介護

報酬改定以来、介護人材の処遇改善について多くの取り組み

が行われている。2015 年には、介護職員処遇改善加算の創設

がされ、現在では、加算Ⅰ1)を取っている事業所では、介護職

員 1 名に対して 37,000 円相当の加算が行われている。このほ

か、1 億総活躍社会の実現のため「介護離職ゼロ」のスローガ

ンが掲げられている。介護離職を防ぐための方策として、介

護人材の確保をさらに行おうとしている。 
山口県では国の政策を受けて、第７次介護保険事業計画の

「第 7 人材の確保と資質の向上及び効率化と質の向上」で次

のように取組方針を定めている（山口県,第 7 次介護保険事業

計画）。 
 

少子高齢化の進行等により、生産年齢人口は減少する

一方で、県民の福祉・介護ニーズはますます増加し、人

材不足が見込まれることから、中長期的な視点に立って、

質の高い人材を安定的に養成・確保、資質の向上や働き

やすい環境づくりに取り組むとともに、業務の効率化及

び質の向上を促進します。 
 

この取組方針に沿って、「1 福祉・介護人材の養成と確保、2
福祉・介護人材の資質の向上、3 労働環境・処遇の改善、4 業

務の効率化と質の向上」の施策を行うとしている。福祉・介護

人材確保、人材不足の解消の具体策として考えられるものは、

「高齢者が介護助手として働ける環境の整備、外国人介護人

材の確保、介護ロボットの導入を支援、介護事業所に対して、

ICT の導入支援や導入に向けた普及啓発」である。さらに、A
市では、国、県の政策を受けて、実態を把握するために、「介

護人材確保に関するアンケート調査」が 2022 年 7 月に行わ

れた。 
 上記の調査の目的は、A 市内の介護保険事業所における人

材不足の状況を把握し、事業所支援の方策を検討することで

ある。 
本論の目的は、上記の「介護人材確保に関するアンケート

調査」を集計し、A 市内の介護保険事業所の人材不足の状況

を把握すること、そのうえで政府及び県政策と現場である事

業所が求めている支援の方向性が一致しているかを明らかに

することである。 
 

Ⅱ．「介護人材確保に関するアンケート調査」の概要 

「介護人材確保に関するアンケート調査」は A 市役所の高

齢者福祉を所掌する課（以下、担当課とする）が実施したもの

である。市内の介護保険事業所のうち、今回の調査対象事業

所（合計 218 事業所）に対して、「介護人材確保に関するアン

ケート調査」へ回答することを書面にて担当課が依頼した。

そのうえで、各事業所にメールの添付ファイルでアンケート

票（ワードファイル）を送信した。各事業所はアンケート票に

直接入力したうえで、担当課に返信をした。 
 調査票を配布したのは、市内の介護保険事業所 218 事業所

である。事業所の内訳は表 1 のとおりである。全体の回収数

は 81 票、回収率は、37.2％、事業種別ごとの回収数及び回収

率は、表 1（本論中のすべての表は「介護人材確保に関するア

ンケート調査」の結果より著者が作成したものである）のと

おりである。1 法人が 5 事業をまとめて回答したため、後述

の事業区分においては、77 事業所となる。 
なお、A 市では、訪問入浴、夜間対応型訪問介護、療養通

所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う事

業所はない。また今回の調査では、福祉用具貸与、特定福祉

用具販売を行う事業所は対象としていない。 
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表 1 事業種別ごとの箇所数、回収数、回収率 

出典：A 市「介護人材確保に関するアンケート調査」結果より 

筆者作成（以下すべて表は同じ資料より筆者作成） 

 

Ⅲ．分析について 
厚生労働省は、介護保険制度における介護サービス全 26 種

類を、「介護サービスの利用にかかわる相談、ケアプランの作

成」、「自宅で受けられる家事援助等のサービス」、「施設など

に出かけて日帰りで行うサービス」、「施設などで生活（宿泊）

しながら、長期間又は短期間受けられるサービス」、「訪問・通

い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス」、「福祉用具の

利用にかかるサービス」の 6 種類に区分している。本論にお

いては、「介護サービスの利用にかかわる相談、ケアプランの

作成」を支援事業と名付け、介護予防支援、居宅介護支援の 2
事業とする。同様に「自宅で受けられる家事援助等のサービ

ス」を訪問事業と名付け、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ

テーションの 3 事業、「施設などに出かけて日帰りで行うサー

ビス」を通所事業と名付け、通所介護、通所リハビリテーショ

ン、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護の 4 事

業、「施設などで生活（宿泊）しながら、長期間又は短期間受

けられるサービス」を入所施設と名付け、特定施設入居者生

活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護

老人保健施設、介護医療院の 5 事業とする。 
 

表 2 事業区分ごとの事業所数 

 
「訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス」に

該当する小規模多機能型居宅介護は、通所機能を基本とする

ことから、通所事業に含めた。また「福祉用具の利用にかかる

サービス」である、福祉用具貸与、特定福祉用具販売の 2 事

業は今回の調査対象から外している。以上をまとめたものが

表 2 となる。 
分析の視点は、次の 2 点である。①A 市の介護保険事業所

における人材不足の状況を明らかにする。②福祉人材（特に

介護人材）不足に対応した諸施策が、介護保険事業所のニー

ズに適合しているかを明らかにする。 
 

Ⅳ．結果 
81 事業所に従事する職員数は、合計 1,358 人であった

（別表 1）。令和 3 年度に離職した人数は、合計 164 人であ

り（別表 2）、離職率は全体で 12.1%（別表 2）となる。離職

割合として、全国の 8.6%を上回るのは、管理者が 9.6%、介

護職員（非正規）が 19.5%、看護師・准看護師が 18.9%、理

学療法士が 22.7%、作業療法士が 21.4%、調理員が 16.7%、

介護支援専門員が 11.5%、その他が 11.4%である。その他に

含まれるのは、送迎員、運転手と記載があったため、直接処

遇にかかわらない職種と考えられる。 
離職率算出の翌年度 4 月の定期採用時の入職者数は、37 人

（別表 2）であり、前年度退職者数の 22.6%の割合である。よ

って、退職者数の 75%強は、定期採用以外つまり随時採用と

なっていると考えられる。随時採用されていると予想される

のは 127 人であり、今回のアンケート回答事業所数で割ると、

1 事業所当たり 1.5 人強が随時採用ということになる。 
次に、アンケートで焦点を当てている介護職員（正規・非正

規）の退職理由についての結果である。家庭の事情によるも

の、体調不良等を原因とするもの、定年退職・雇用契約の満了

によるものが、上位 3 位の理由となっている。退職理由が判

明している 122 件中、65 件となり、全体の 53.3%を占めてい

る（表 3）。 
 

表 3 介護職員（正規・非正規）の退職理由（単位：人） 

 
 

正規職員 非正規職員

定年退職・雇用契約の満了 10 11

結婚・出産・育児等による離職 4 5

職場の人間関係 5 2

体調不良等 11 11

同業他社へ就職 9 4

労働条件がよい他業種へ転職 4 1

家庭の事情（配偶者の転勤等）や
親族の問題（親の介護等）による

12 10

サービス利用者からハラスメント
を受けたため

0 0

その他 5 3

わからない 7 8

事業区分 事業所数
支援事業 18
通所事業 21
入所施設 25
訪問事業 13

総計 77

事業種別 回収数 箇所数 回収率
0. 訪問介護 10 34 29.4%
1.   訪問看護 2 10 20.0%
2.   訪問リハビリテーション 3 7 42.9%
3.   通所介護（地域密着型含む） 18 45 40.0%
4.   通所リハビリテーション 2 7 28.6%
5.   定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 2 0.0%
6.   特定施設入居者生活介護 1 2 50.0%
7.   認知症対応型通所介護 0 5 0.0%
8.   認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 11 20 55.0%
9.   小規模多機能型居宅介護 2 6 33.3%
10.  介護老人福祉施設　（地域密着型含む） 7 8 87.5%
11.  介護老人保健施設 4 7 57.1%
12.  介護医療院 0 2 0.0%
13.  短期入所生活介護 3 9 33.3%
14.  短期入所療養介護 0 7 0.0%
15.  介護予防支援 4 5 80.0%
16.  居宅介護支援 14 42 33.3%
17.  その他 0 0 -

合計・全体 81 218 37.2%
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続いて、事業所の主観的な必要人員数についてであるが、

事業所における合計人員数を回答している事業所と、現員に

追加で必要となる人員数を回答している事業所が混在してい

るため、集計・分析は不可能であると判断した。 
 人材が不足している理由を事業所はどのように考えている

かが、表 4 である。全体としては、58.4%が「募集しても応募

がない」と回答している。特に入所施設では 76.0%の施設が

「募集しても応募がない」と回答しており、採用活動が非常

に困難である状況がうかがえる。 
 

表 4 事業区分別の人材不足の原因 

 

表 4 で「応募がない」と回答した事業所に対して、その原

因についての回答をまとめたものが、表 5 である。「福祉分

野の人材そのものが不足している」と回答している割合が高

い。入所施設においては、「応募がない」と回答した 19 施設 
のすべてが、「福祉分野の人材そのものが不足している」とし

ている。またすべての事業区分の合計でも 88.9%の事業所が

「福祉分野の人材そのものが不足している」と回答している。 
 

表 5 応募がない原因 

 

表 6 は、事業区分別の正規介護職員の平均勤続月数とその

標準偏差である。全体としては 98.4 カ月（約 8 年）で、訪問

事業が長い傾向がある。しかし、標準偏差が非常に大きいた

め、事業所間の差が非常に大きい、つまり勤続月数が長い事

業所と、勤続月数が短い事業所が混在していることになる。 
続いて、介護職の給与等に大きな影響を与える介護職員処

遇改善加算（以下、加算とする）の取得状況である。調査回答

をした 77 事業所のうち 63.6%にあたる 49 事業所が加算Ⅰを

取得している。介護職員が在籍しておらず、加算を取ること

ができない支援事業に区分される事業所が 18 か所あり、この

18 か所を除いて分析を行うと、83.1%の事業所が加算Ⅰを取

得していることになる。前述のとおり、加算額がもっとも大

きい加算Ⅰの場合、介護職員 1 名に対して 37,000 円相当の加

算となる（表 7）。 
 

表 6 正規介護職員の平均勤続月数と標準偏差 

 
表 7 事業区分ごとの加算取得状況 

 
 介護人材不足を解消するために、事業所が必要だと考えて

いる施策や取り組みで回答数が多かった項目は次のとおりで

ある。「圏域内の自治体、大学、企業が連携体制を構築し、

地域で求められている福祉人材を養成する仕組みを作る」が

61.0%、「大学や介護福祉士の養成学校と連携した介護職を

志す学生との交流の場」が 58.4%、「介護職の賃金アップ

（処遇改善加算の要件緩和や増額など）」が 57.1%であった

（別表 3）。 
続いて、政府・県が進めている介護人材不足の解消施策に

基づく事業所の取り組みについての結果をまとめる。 
まずは外国人介護人材の雇用状況についてである（表 8）。

現在正規職員として外国人を雇用している事業所は 9 か所、

非正規職員として雇用している事業所は 2 か所である。今後、

正規職員・非正規職員を含めて雇用する予定があるとする事

業所は、延べ 13 か所であった。正規職員として雇用の予定な

しとしているのは、15 か所、非正規職員として雇用の予定な

しとしているのは、16 か所であった。そのうち、事業区分と

して外国人介護労働者を雇用することが難しいと考えられる

支援事業、訪問事業の 8 か所を除くと、外国人介護労働者を

正規職員として雇用しないと決定しているのは 7 事業所、非

正規職として雇用しないと決定している 8 事業所である。ま

た現時点で外国人介護労働者を雇用するかどうかは不明であ

るとしたのは、正規職員雇用については 40 か所、非正規職員

雇用は 39 か所である。 
 

加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算なし 事業所数
0 0 0 4 18

0.0% 0.0% 0.0% 22.2%
18 2 1 0 21

85.7% 9.5% 4.8% 0.0%
23 2 1 1 25

92.0% 8.0% 4.0% 4.0%
8 0 0 2 13

61.5% 0.0% 0.0% 15.4%
49 4 2 7 77

63.6% 5.2% 2.6% 9.1%

支援事業

通所事業

入所施設

訪問事業

総計

事業区分 事業所数
労働条件の

低さ
人材確保競争

の激しさ
福祉人材その
ものの不足

その他

7 2 2 5 2
- 28.6% 28.6% 71.4% 28.6%

12 8 8 11 3
- 66.7% 66.7% 91.7% 25.0%

19 11 10 19 3
- 57.9% 52.6% 100.0% 15.8%

7 2 3 5 2
- 28.6% 42.9% 71.4% 28.6%

45 23 23 40 10
- 51.1% 51.1% 88.9% 22.2%

支援事業

通所事業

入所施設

訪問事業

総計

正規介護職
平均勤続月数

標準偏差

支援事業 97.8 82.6
通所事業 93.8 48.1
入所施設 93.3 35.4
訪問事業 126.0 44.0

総計 98.4 54.1

事業区分 事業所数 応募がない
適正人材が

いない
離職率が

高い
福祉に人が

集まりにくい
退職者が

多い
その他

18 7 2 0 0 0 1
38.9% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6%

21 12 4 1 5 1 3
57.1% 19.0% 4.8% 23.8% 4.8% 14.3%

25 19 5 5 6 4 3
76.0% 20.0% 20.0% 24.0% 16.0% 12.0%

13 7 3 0 2 0 2
53.8% 23.1% 0.0% 15.4% 0.0% 15.4%

77 45 14 6 13 5 9
58.4% 18.2% 7.8% 16.9% 6.5% 11.7%

支援事業

通所事業

入所施設

訪問事業

総計
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表 8 事業区分別の外国人介護人材の雇用状況・意向 

 
A 市で介護職として就職している外国人は、18 名であり、

国籍別でみると、ベトナム 9 名、ミャンマー4 名、中国 3 名、

インドネシア 2 名となっている（表 9）。 
 
表 9 事業区分ごとの国籍別外国人介護人材（単位：人） 

 
外国人が介護業務に就く方法としては、①技能実習生、②

EPA（経済連携協定）による介護福祉士候補者、③在留資格

「介護」、④外国人留学生によるアルバイト、⑤特定技能 1 号

がある。技能実習生として受け入れている事業所が 5 か所、

在留資格「介護」で受け入れている事業所が 1 か所、特定技

能 1 号で受け入れている事業所が 1 か所であった。 
続いて、事業所への ICT（Information Communication 

Technology）・介護ロボットの導入に関してである。今回の

調査では、ICT を、情報通信技術を利用した情報提供システ

ム、介護ロボットを、高齢者の自立支援や介護者の負担軽減

に役立つ介護機器としている。 
 

表 10 ICT・介護ロボットの導入状況 

 

ICT・介護ロボットを導入している事業所は 42.9%、導入し

ていない事業所は 48.1%であった（表 10）。入所施設では

60.0%が導入しており、半数を超えている。一方、その他の事

業区分である支援事業、通所事業、訪問事業では、ICT 等を

導入している事業所と導入していない事業所では、導入して

いない事業所の割合が高くなっている。 
導入されている ICT には、介護支援ソフトシステム（23 事

業所）、雇用管理システム（13 事業所）、利用者情報システ

ム（15 事業所）、タブレット端末・モバイル端末・インカム

（19 事業所）、ウェブ会議システム（11 事業所）などが上が

った。同様に導入されている介護ロボットには、徘徊センサ

ー・見守り支援ロボット、入浴支援に関するものが多く、10
事業所程度であった。移乗支援、移動支援、排泄支援に関する

介護ロボットを導入しているのは 1～3 事業所であった。よっ

て、介護ロボットの導入よりも ICT の導入のほうが進んでい

る状況にある。 
次に、厚生労働省が 2018 年から導入を進めている介護助手

に関してである。通所事業では 19.0%、入所施設では 36.0%
の事業所が介護助手を現に雇用している。雇用を検討する事

業所を含めると、通所事業では 42.8%、入所施設では 60.0%
が介護助手の雇用導入を進めている。一方、事業内容として

介護助手の導入が難しいと考えられる支援事業では未回答が、 
訪問事業では雇用する予定なしと回答している事業者が大多

数である（表 11）。 
 

表 11 介護助手の導入状況 

 

介護助手を雇用するために必要な対応についての回答を見

る（この項目については、介護助手の導入が難しいと考えら

れる支援事業と訪問事業を集計から除外する）。 
回答割合が最も高かったのは、「職員の理解や協力」（71.7%）

であった。次は「介護助手への研修および OJT」（52.2%）で

あった（別表 4）。 
 

Ⅴ．考察 
A 市の「介護人材確保に関するアンケート調査」のアンケ

ート結果の提供を受け、単純集計を行った。 
A 市の介護保険事業所における離職率は全国平均よりも高

い。離職した人員を定期採用のみで補充することはできず、

随時採用を行っている。「募集しても応募がない」、「福祉人材

そのものがいない」という回答が多いことから、採用活動は

非常に困難である状況であると判断できる。 
入職者を増やすための方策として、賃金を上げることが挙

げられる。これは 77 事業所のうち 23 事業所が「労働条件の

低さ」により「応募がない」と回答していることからも類推で

きる。介護報酬の単価が政府によって定められる介護保険事

業において、収入を増やす手段として加算を取ることは有力

な手段である。そのなかでも介護職員処遇改善加算Ⅰを取れ

る可能性があるが取っていない（取れていない）事業所が約

17％あることは、保険者である市として加算を取る支援を行

うことは、職員の収入を増やす有力な方策と言える。しかし、

この方策は、事業所の職員の収入を増やす方策ではあるもの

の、医療・福祉産業に他産業からの転職入職率をあげる方策

になりえるのかどうかについては、今後さらなる検討調査が

必要である。 

現在雇用
正規

現在雇用
非正規

雇用の予
定なし
正規

雇用の予
定なし
非正規

今後予定
あり
正規

今後予定
あり

非正規

不明
正規

不明
非正規

支援事業 0 0 4 4 0 0 8 8
通所事業 1 0 5 5 4 3 11 10
入所施設 8 2 2 3 4 2 13 12
訪問事業 0 0 4 4 0 0 8 9

総計 9 2 15 16 8 5 40 39

導入している 導入していない
支援事業 33.3% 38.9%
通所事業 38.1% 61.9%
入所施設 60.0% 44.0%
訪問事業 30.8% 46.2%

総計 42.9% 48.1%

雇用している 雇用を検討 雇用する予定なし その他
支援事業 0.0% 0.0% 22.2% 5.6%
通所事業 19.0% 23.8% 47.6% 9.5%
入所施設 36.0% 24.0% 40.0% 16.0%
訪問事業 0.0% 0.0% 76.9% 23.1%

総計 16.9% 14.3% 44.2% 13.0%

ミャンマー インドネシア
ベトナム
（正規）

ベトナム
（非正規）

中国

支援事業 0 0 0 0 0
通所事業 0 0 1 0 0
入所施設 4 2 7 1 3
訪問事業 0 0 0 0 0

総計 4 2 8 1 3
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介護人材不足を解消するために、事業所が必要だと考えて

いる施策や取り組みでは、「圏域内の自治体、大学、企業が連

携体制を構築し、地域で求められている福祉人材を養成する

仕組みを作る」や「大学や介護福祉士の養成学校と連携した

介護職を志す学生との交流の場」、「介護職の賃金アップ（処

遇改善加算の要件緩和や増額など）」の回答が上位であった。

介護職員処遇改善加算の増額といった政府レベルの取り組み、

圏域で福祉・介護人材を育てるといった地方自治体レベルの

取り組み、介護福祉士養成施設との連携のように、教育機関

との協働で人材確保の取り組みを行っていく必要性があると、

事業所・施設が考えていることが分かる。すなわち、「募集し

ても応募がない」状況は「福祉人材そのものがいない」が原因

であり、この状況では事業所・施設単独での採用活動で人材

を確保することが難しいと判断していると考えられる。 
また「圏域内の自治体、大学、企業が連携体制を構築し、地

域で求められている福祉人材を養成する仕組みを作る」と回

答した事業所等が 61%であることから、圏域で産官学のプラ

ットフォームを構築する取り組みに対して、事業所側は期待

していることがわかる。 
続いて、政府・県が進める介護人材確保の方策と、事業所が

求めている支援の方向性が一致しているかについてである。 
まずは外国人介護人材についてである。県は外国人介護人

材の確保を施策として取り上げている。A 市で働いている外

国人介護人材は、18 人であり、これは従業員比 1.3%であ

る。しかし事業所・施設の約 70％が雇用の予定なし、もし

くは不明と回答していることから、現場で外国人介護人材を

受け入れる積極的意思はないと推測できる。さらに外国人労

働者としての介護人材については、外国人介護人材に選ばれ

るという観点が必要である。つまり、A 市が外国人介護人材

にもっと多く来てほしいと考えたとしても、外国人介護人材

が A 市に行きたい、働きたいと思う必要があるということで

ある。それは日本全国で介護人材不足が言われている現状、

働きやすさ住みやすさに関する、山口県内の他市との比較で

はなく、全国の市町との比較、さらに言えば諸外国との比較

で、日本がそして A 市が外国人介護人材から選ばれる必要が

あるからである。そのためには、事業所・施設単独でも、A
市単独でもなく、圏域としての取り組みが必要になると考え

られる。 
また新型コロナウィルス感染症の世界的な広がりによっ

て、日本では海外からの入国制限が設けられた。このことに

よって外国人介護人材として受け入れが決まっていた外国人

の入国が数年遅れた・遅れているという事例もある（A 市内

特別養護老人ホーム施設長談、著者聞き取り）。 
事業所側の姿勢、外国人介護人材の意向、新型コロナウィ

ルス感染症による影響によって不安定であることの 3 点から、

外国人介護人材によって介護人材不足を解消することは、有

力な方策とはなりえないと考える。 
次に ICT・介護ロボットの導入についてである。全体の約

48％が ICT 等を「導入していない」となっていることから、

ICT の導入、介護ロボットの導入することで、介護人材不足、

正確には ICT 化等による業務効率化に伴う直接サービス提供

時間の確保に効果がある可能性がある。よって、県が進める

介護ロボットの導入支援、ICT の普及啓発は現場での忙しさ

を解消する効果があると考えるが、介護人材不足の解決には

つながらない方策であると考える。 
最後に介護助手の導入についてである。通所事業、入所施

設では、介護助手を雇用している、もしくは雇用を検討して

いる事業所等が半数を超えている。雇用する予定ないとして

いる事業所の個別の回答を見ても、「60 歳で定年退職した職

員が嘱託職員で継続勤務している」といった回答がみられる

ように、高齢者が介護助手として雇用されることは、拡大し

ていくと考えられる。しかし、介護助手を雇用するために必

要な対応として、事業所側が対応すること以外で、最も多か

った回答が、「介護助手への研修及び OJT」と介護助手の資質

向上に関するものであった。よって、この介護助手への研修

と、事業所・施設における OJT プログラムの構築を、事業所

等単独ではなく、圏域で実施することを行政が支援すること

で、事業所・施設への支援、そして介護助手になろうとする市

民に対するサポートになる可能性があると考えられる。 
 

Ⅵ．今後の課題 
研究の今後の課題は、今回の「介護人材確保に関するアン

ケート調査」から得られたデータを詳細に分析することであ

る。特に介護職（正規職員・非正規職員）については、年齢階

層別の退職理由など分析することで、事業所・施設に対する

支援方策と圏域における人材育成・確保の方策が明らかにな

る可能性があると考えている。そのためには、全国・他の圏

域、他市との比較も必要である。 
また、「介護人材確保に関するアンケート調査」の回答率を

さらに上げることが、研究の精度・提言する施策の的確さを

上げるために必要であると考えている。その理由は、今回の

アンケート調査で回答率が低かった事業種別を概観すると、

職員数が少ない事業種別が多い。つまり、アンケートの回答

する余力がないと予想できる。よって回答を得られなかった

事業所・施設こそ、人材不足が深刻である可能性があると言

えるからである。 
 

Ⅶ．まとめ 
事業所は福祉人材、特に介護人材が不足している状況、さ

らに言えば募集をしても応募がないという状況にあることが

分かった。事業所の介護人材不足の解消に対応できる A 市の

施策としては、介護助手の活用が拡大するよう支援すること

であると導いた。具体的には、介護助手への研修と、事業所・

施設における OJT プログラムの構築を、事業所等単独ではな

く、圏域で実施することを行政が進めていくことが必要であ

る。介護助手を導入する前には、業務分析（タイムスタディ）

を行い、介護業務と介護周辺業務の切り分けする必要がある。

この介護業務と介護周辺業務は事業所・施設ごとに定義が異
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なる。事業所・施設ごとにノウハウをもって業務分析を実施

するのではなく、圏域の産官学のプラットフォームを構築し、

プラットフォームが介護助手を導入したいと考えた事業所等

の業務分析を実施するということが実現できれば、行政が加

わった支援ということができる。 
また、A 市として初めて介護人材確保に関するアンケート

を実施した。今回の行政と事業者と教育機関が協働して、実

態を明確にし、施策を実施していく取り組みを継続していく

ことで、実態に即した課題解決につながると考える。 
 

【謝辞】 

このペーパーは、A市が実施した「介護人材確保に関するア

ンケート調査」の結果の提供を受けて執筆をしたものである。

アンケートに答えていただいたすべての事業所・施設の皆さ

ま、そして A市、特に担当課に深く感謝を申し上げる。 

 

【註】 

1) 加算Ⅰとは、厚生労働省が定めるキャリアパス要件Ⅰ～

Ⅲのすべてを満たし、職場環境等の要件を満たす事業所が

申請できる加算区分である。ちなみに、加算Ⅰ～Ⅴまでの

5区分となっている。キャリアパスⅠ・Ⅱ、職場環境等要

件のいずれも満たさない場合は加算Ⅴとなる。この場合は

月額 12,000 円相当の加算額となる。 
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別表 1 事業区分と職種別の在籍人数（単位：人） 

 
 

別表 2 事業区分・職種別令和３年度離職者数および令和 4 年 4 月入職者数 

註：離職者数における「割合」とは当該事業の別表 1 の在籍人数に対する割合。入職者数における「割合」とは離職者数に対する割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理者
介護職員
正規職員

介護職員
非正規

介護助手
看護師・
准看護師

理学療法士 作業療法士 栄養士 調理員 生活相談員 介護支援専門員 事務員 その他 合計

支援事業 18 1 4 0 6 1 0 0 2 1 41 8 11 93
通所事業 17 75 92 9 43 3 3 0 12 22 2 7 3 288
入所施設 27 437 139 26 86 11 9 15 16 19 18 27 21 851
訪問事業 11 28 67 0 8 7 2 0 0 0 0 3 0 126
総計 73 541 302 35 143 22 14 15 30 42 61 45 35 1358

管理者
介護職員
正規職員

介護職員
非正規

介護助手
看護師・
准看護師

理学療法士 作業療法士 栄養士 調理員 生活相談員 介護支援専門員 事務員 その他 合計

離職者数 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 6 0 1 11
割合 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.6% 0.0% 9.1% 11.8%

入職者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4
割合 - - - - 0.0% - - - - - 50.0% - 100.0% 36.4%

離職者数 1 7 15 1 8 2 0 0 2 1 1 0 0 38
割合 5.9% 9.3% 16.3% 11.1% 18.6% 66.7% 0.0% 0.0% 16.7% 4.5% 50.0% 0.0% 0.0% 13.2%

入職者数 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
割合 0.0% 42.9% 13.3% 0.0% 25.0% 0.0% - - 0.0% 0.0% 0.0% - - 18.4%

離職者数 6 32 35 2 15 2 2 0 3 0 0 3 3 103
割合 22.2% 7.3% 25.2% 7.7% 17.4% 18.2% 22.2% 0.0% 18.8% 0.0% 0.0% 11.1% 14.3% 12.1%

入職者数 2 8 10 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 24
割合 33.3% 25.0% 28.6% 0.0% 13.3% 50.0% 0.0% - 33.3% - - 0.0% 0.0% 23.3%

離職者数 0 1 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12
割合 0.0% 3.6% 11.9% 0.0% 12.5% 14.3% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.5%

入職者数 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
割合 - 100.0% 0.0% - 100.0% 0.0% 0.0% - - - - - - 16.7%

離職者数 7 40 59 3 27 5 3 0 5 1 7 3 4 164
割合 9.6% 7.4% 19.5% 8.6% 18.9% 22.7% 21.4% 0.0% 16.7% 2.4% 11.5% 6.7% 11.4% 12.1%

入職者数 2 12 12 0 5 1 0 0 1 0 3 0 1 37
割合 28.6% 30.0% 20.3% 0.0% 18.5% 20.0% 0.0% - 20.0% 0.0% 42.9% 0.0% 25.0% 22.6%

支援事業

通所事業

入所施設

訪問事業

総計
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別表 3 介護人材不足を解消するために、必要な施策や取り組み 

 

 

別表 4 介護助手、雇用のために必要な対応 

 

 

受け入れ態勢の整
備

職員の理解や協力
介護助手賃金への
市からの補助

市民に対するPR
活動

市民向けの説明会
や体験就労の実施

介護助手への研修
およびOJT

その他

通所事業 28.6% 71.4% 38.1% 33.3% 19.0% 61.9% 4.8%
入所施設 60.0% 72.0% 24.0% 28.0% 32.0% 44.0% 16.0%
総計 45.7% 71.7% 30.4% 30.4% 26.1% 52.2% 10.9%

回答選択文（複数回答可） 支援事業 通所事業 入所施設 訪問事業 全体
1 福祉系学科のある高校や福祉系専門学校等の新規開校や定員の増 11.1% 33.3% 44.0% 15.4% 28.6%
2 大学や介護福祉士の養成学校と連携した介護職を志す学生との交流の場 16.7% 76.2% 72.0% 61.5% 58.4%

3
圏域内の自治体、大学、企業が連携体制を構築し、地域で求められている福祉人材を
養成する仕組みを作る。

38.9% 76.2% 72.0% 46.2% 61.0%

4 圏域内の複数の事業所が主催する新規採用者合同研修会の開催 16.7% 23.8% 28.0% 23.1% 23.4%
5 県や市が主催する合同就職説明会の開催 22.2% 19.0% 44.0% 23.1% 28.6%
6 県社協の中高齢者向けの介護入門的研修会の推進 16.7% 19.0% 20.0% 23.1% 19.5%

7
県福祉人材センターの外国人介護留学生奨学金等支援事業の拡充（介護福祉士の取得
を目指し、介護施設で就労する外国人留学生受け入れ経費（学費や居住費）について
の公費負担を拡充）

22.2% 28.6% 32.0% 23.1% 27.3%

8
県福祉人材センターの介護職員初任者研修等支援事業の拡充（国家資格取得費用（介
護職員初任者研修等）に対する公費負担の増額）

11.1% 23.8% 28.0% 30.8% 23.4%

9 県福祉人材センターの「介護福祉士修学資金貸付」制度の拡充（要件の緩和など） 5.6% 23.8% 24.0% 30.8% 20.8%

10

県福祉人材センターの介護人材再就職準備金貸付の拡充（介護職員等として1年以上
の実務経験がある有資格者の方に対し、介護職員等として山口県内の介護保険サービ
ス事業所等に再就職するための準備金の貸付を行い、再就職後、介護職員等の業務に
継続して2年以上従事されると貸付金の返還が免除となる制度）

5.6% 33.3% 24.0% 30.8% 23.4%

11
市内の介護事業所等に就職したＵ・I・Ｊターン※の方に対する転居費用の補助や一定
期間の家賃補助を行う。

22.2% 52.4% 44.0% 38.5% 40.3%

12
市内の介護事業所に就職した方や介護福祉士等の資格取得をされた方等に公費で賞賜
金（お祝い金）を支給する。

11.1% 33.3% 36.0% 30.8% 28.6%

13 介護職の業務負担を軽減するため、ICTなどデジタル機器導入の際の公費負担の拡充 22.2% 47.6% 64.0% 30.8% 44.2%
14 見守り機器を導入した場合の人員基準の緩和 5.6% 33.3% 20.0% 7.7% 18.2%
15 介護職の賃金アップ（処遇改善加算の要件緩和や増減など） 27.8% 76.2% 60.0% 61.5% 57.1%
16 介護助手を雇用する（賃金の一部を公費で補助するなど） 0.0% 19.0% 36.0% 23.1% 20.8%

17
国等によるマスメディアを使った大規模なイメージアップ戦略の展開（介護職の社会
的評価を高める必要がある）

22.2% 52.4% 48.0% 38.5% 41.6%

18 事業所内でのハラスメント対策の徹底 5.6% 23.8% 24.0% 7.7% 16.9%

19
文書負担軽減や手続きの効率化による事務負担の軽減（署名や押印の廃止・電磁的な
対応を可とするなど）

33.3% 52.4% 52.0% 46.2% 46.8%

20 その他 11.1% 14.3% 16.0% 23.1% 15.6%
事業区分別　事業所数 18 21 25 13 77


